
事業番号 事　業　名 担当課
策定

終了年度

1 白井市第６次総合計画基本構想策定事業 企画政策課 R7

2 白井市第６次総合計画前期基本計画・前期実施計画策定事業 企画政策課 R7

3 白井市第３次まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業 企画政策課 R7

4 白井市シティプロモーション基本方針策定事業 企画政策課 R7

5 白井市第３次教育大綱策定事業 企画政策課 R7

6 白井市地域公共交通計画策定事業 未来創造戦略室 R7

7 白井駅・西白井駅周辺ビジョン策定事業 未来創造戦略室 R7

8 白井市都市マスタープラン改定事業 都市計画課 R7

9 白井市公共施設等総合管理計画策定事業 行政経営推進課 R7

10 白井市第２次行政経営指針策定事業 行政経営推進課 R7

11 白井市第３次行政経営改革実施計画策定事業 行政経営推進課 R7

12 白井市地域防災計画修正事業 危機管理課 R7

13 白井市国土強靭化地域計画（基本計画編）見直し事業 危機管理課 R7

14 白井市男女共同参画計画策定事業 市民活動支援課 R7

15 白井市第２次産業振興ビジョン策定事業 産業振興課 R7

16 白井市第３次環境基本計画中間見直し事業 環境課 R7

17 白井市地域福祉計画策定事業 社会福祉課 R7

18 白井市障害者計画2026-2032策定事業 障害福祉課 R7

19 白井市水道事業経営戦略改定事業 上下水道課 R7

20 白井市下水道事業経営戦略改定事業 上下水道課 R7

21 第２次白井市教育振興基本計画策定事業 教育総務課 R7

22 桜台センター長寿命化工事基本設計業務 生涯学習課 R7

資料３ー１

令和8年度市民参加推進会議　総合評価対象事業

令
和
７
年
度
　
策
定
終
了

・事務局への提出物
　別紙「評価シート」※継続事業はコメント評価のみ
　※「評価チェック表」は評価する際の参考としてください。

・提出期限
　事業番号　１～　７・・・５月１５日(金）まで
　事業番号　８～１６・・・５月２２日(金）まで
　事業番号１７～２２・・・６月　５日(金）まで

・提出方法
　紙またはメールで市民活動支援課へ提出



条例基準

望ましい水準

望ましい水準

パブリックコメント
の募集

得点（10点満点） コメント

「市民参加の手続き」の評価

審議会の設置 得点（10点満点） コメント

条例基準

「市民参加の方法」の評価

実施状況 評価(10点満点）

審議会の開催
パブリックコメントの実施
アンケートの実施
意見交換会の開催
ワークショップの開催
住民投票の実施
その他の方法

評価シート 委員氏名

終了事業 令和7年度

1 白井市●●●● 総合評価 点

総合コメント

担当課ヒアリング　質問事項

事務局にて計算するため記入不要

すべての評価を踏まえ、総括的な評価コメントを記載する。

（一番最後に記入）

調査表で読み取れない部分など、担当課へ確認したい事項について記入する。

条例基準・望ましい水準それぞれの評価理由についてコメントを記

載する。

市民参加の方法毎に評価調書と照らし合わせ、基

準に掲げている事項の実施割合を確認の上、評価

区分に従い評価する。

【評価区分】

・９割以上実施⇒良好（９～１０点）

・７、８割実施⇒妥当（７～８点）

・５、６割実施⇒要改善（５～６点）

・４割未満実施⇒不良（０～４点）

市民参加の方法毎に評価調書と照らし合わせ、

基準に掲げている事項の実施割合を確認の上、

評価区分に従い評価する。

【評価区分】

・９割以上実施⇒良好（９～１０点）

・７、８割実施⇒妥当（７～８点）

・５、６割実施⇒要改善（５～６点）

・４割未満実施⇒不良（０～４点）

※別紙「評価チェック表」の○の数（達成割合）を確認しながら評価する。

市民参加の方法が事業内容

にあわせ適切な方法により

行われているか、評価区分

に従い評価する。

【評価区分】

・９割以上実施⇒良好（９～１０点）

・７、８割実施⇒妥当（７～８点）

・５、６割実施⇒要改善（５～６点）

・４割未満実施⇒不良（０～４点）



条例基準

望ましい水準

望ましい水準

その他の方法 得点（10点満点） コメント

ワークショップ
の開催

得点（10点満点） コメント

条例基準

条例基準

望ましい水準

望ましい水準

意見交換会
の開催

得点（10点満点） コメント

「市民参加の手続き」の評価

アンケート調査
の実施

得点（10点満点） コメント

条例基準



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

企画政策課・企画政策係

齋藤　淳基

１．名称 白井市第６次総合計画基本構想策定事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

令和 7 7 1

４．性格

３．期間 令和 5 12 7 終了

５．概要・目的

  人口減少社会の本格的な到来、少子化・高齢化の一層の進展、地球環境問題の顕在化など白井
市を取り巻く社会経済環境の変化に的確に対応し、長期的展望に立って、市民と目指すべき将来
像を共有し、持続可能なまちづくりを進めるための政策等を定め、目的の達成に向けての施策を
定める。

6．市民参加を
行った理由

1

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

７．実施した市民
参加の手法

令和 5 12 7 令和 7 10 31

令和 令和

第6次総合計画基本構想策定に係る諮問に応じ、審議。
第6次総合計画基本構想については令和6年3月25日に答申した。

令和 6 12 26 令和 7 1 22

第6次総合計画基本構想（素案）に係るパブリックコメントを実施。
回答しやすいようWEB回答を導入。

令和 6 1 12 令和 6 3

令和 令和

1

令和 令和

市民全体を対象とした第15回住民意識調査を実施の他、高校生世代、若い世代ア
ンケートを実施。

令和 6 4 25 令和 7 2 9

「気軽に本音でSHIROIトーク」をはじめ、この度初めて小学生のみのグループで話し
合う「しろいの未来作戦会議」の他、各地区ごとのワークショップを6か所×2回開
催。

令和 令和

令和 令和

令和 令和

※グループごとに模造紙に付箋を貼り、意見交換するものを白井市では「ワーク
ショップ」と表現することがあるが、この度は意見交換会として報告。

令和 令和

15

令和 令和

令和 令和

具体的な 総合計画で掲げる将来像について、「循環を継続すること」「新しいことに挑戦す
ること」「今の良さを守ること」の3つの思いが詰まった将来像を掲げることと
し、将来像の候補の中から投票形式で選出。

令和 6 11 21 令和 7 12



8．自己評価

【良かった点】

・審議会については、会議中の審議のみでなく、会長の研究室に何度も足を運び、調整を図った。

・住民意識調査については、WEB回答の導入により、回答率が36.4％から52.3％に増えた。また、
高校生世代や若い世代に対しアンケートを実施することで、その層のニーズの把握に寄与できた。

・意見交換会（ワークショップ）については、庁内ワークショップや議員ワークショップを除き計20
回開催し、計207名（重複参加者含む）の参加があった。
　小学生から若い世代を対象にした「しろいの未来作戦会議」では議論した課題に対して自分たちに
できることは何かを考える時間を設けたことによって、主体的にまちづくりに関与するきっかけづく
りが図れた（実際にふるさと祭りに店を出店する事例も生まれた）。また、自分たちにできることは
何かを聞くことによって、行政として何をサポート（補完）しなくてはならないかを浮き彫りにする
こともできた。
　その後に開催した地区別ワークショップでは、この手法を活かし、課題に対し自分達、地域、企業
等、行政それぞれで取り組むべきことを議論した。この手でありがちな行政で取り組むべきことに意
見が集中することがなく、自分達や地域で取り組むべきことにアイディアが集中し、市民自治の意識
の高さを感じた。

・基本構想（案）に掲げる将来像を投票形式で決定する試みを初めて行った。将来を担う子どもたち
の意見を濃く反映したいという想いから、市内小中学校と連携した周知を図り、全3,780票の投票の
うち小学生1,413票、中学生1,131票が集まった。残りの1,236票については、15,000人以上の登
録者となっている白井市公式LINEにより周知することで、投票数を伸ばすことができ、また、市民参
加者数が少なくなりがちな40代から50代の方の投票数が多かった。これは小中学生の投票数が伸び
たことにより、親世代の投票数も増えたことが予想される。

・パブリックコメントをWEBフォームで回答できるようにし、回答しやすい環境を図った。これに寄
与するものかは定かではないが、建設的な意見が多く寄せられ、基本構想では全35件の意見に対し
12件、前期基本計画では全２１件の意見に対し６件を修正意見として反映することができた。

【改善点】

・審議会については、説明をわかりやすくするために、スライドを用意するなどの改善の余地があっ
た（第5回の審議会ではスライドで説明）。

・高校生世代、若い世代アンケートの回答率に伸び悩んだ。改善すべき点ではあるが、具体的な方策
は模索中。

・意見交換会（ワークショップ）については、あらゆる手を使い参加者を募ったが、その労力に見合
わない参加者数の地域がいくつか存在し、参加者にとって魅力的に思える意見交換会（ワークショッ
プ）のあり方を検討する必要がある。
　また、「気軽に本音でSHIROIトーク」、「タウンミーティング」、「地区別ワークショップ」は都
市計画課と、「しろいの未来作戦会議」は都市計画課、子育て支援課、教育総務課、生涯学習課と連
携し、それぞれが担当している計画のために合同で開催したが、基本的に意見交換会（ワークショッ
プ）の開催は各課が各々の計画策定のために、バラバラに開催しているため、一定期間に頻繁に意見
交換会（ワークショップ）が開催されており、このことも各意見交換会（ワークショップ）の参加者
の減少につながっていると考える。各課と連携した体制づくりが必要。
　タウンミーティング及び地区別ワークショップについては、市民ファシリテーターを活用し、意見
交換会（ワークショップ）を行ったが、事前に各ファシリテーターと日程を調整し、各自に意見交換
会（ワークショップ）の手順等をレクチャーするなど調整する必要があり（休日や時間外に調整した
事例もある）、事前の準備等で忙しい中その対応も発生しているという実状があり、調整方法の改善
が必要。



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

企画政策課・企画政策係

齋藤　淳基

１．名称 白井市第６次総合計画前期基本計画・前期実施計画策定事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

令和 8 3 31

４．性格

３．期間 令和 5 12 7 終了

５．概要・目的

  人口減少社会の本格的な到来、少子化・高齢化の一層の進展、地球環境問題の顕在化など白井
市を取り巻く社会経済環境の変化に的確に対応し、長期的展望に立って、市民と目指すべき将来
像を共有し、持続可能なまちづくりを進めるための政策等を定め、目的の達成に向けての施策を
定める。

6．市民参加を
行った理由

2

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

７．実施した市民
参加の手法

令和 5 12 7 令和 7 10 31

令和 令和

第6次総合計画基本構想策定に係る諮問に応じ、審議。
第6次総合計画前期基本計画については令和7年10月31日に答申。

令和 7 8 22 令和 7 9 18

第6次総合計画基本構想（素案）に係るパブリックコメントを実施。
回答しやすいようWEB回答を導入。

令和 6 1 12 令和 6 3

令和 令和

1

令和 令和

市民全体を対象とした第15回住民意識調査を実施の他、高校生世代、若い世代ア
ンケートを実施。

令和 6 4 25 令和 7 2 9

「気軽に本音でSHIROIトーク」をはじめ、この度初めて小学生のみのグループで話し
合う「しろいの未来作戦会議」の他、各地区ごとのワークショップを6か所×2回開
催。

令和 令和

令和 令和

令和 令和

※グループごとに模造紙に付箋を貼り、意見交換するものを白井市では「ワーク
ショップ」と表現することがあるが、この度は意見交換会として報告。

令和 令和

15

令和 令和

令和 令和

具体的な 総合計画で掲げる将来像について、「循環を継続すること」「新しいことに挑戦す
ること」「今の良さを守ること」の3つの思いが詰まった将来像を掲げることと
し、将来像の候補の中から投票形式で選出。

令和 6 11 21 令和 7 12



8．自己評価

【良かった点】

・審議会については、会議中の審議のみでなく、会長の研究室に何度も足を運び、調整を図った。

・住民意識調査については、WEB回答の導入により、回答率が36.4％から52.3％に増えた。また、
高校生世代や若い世代に対しアンケートを実施することで、その層のニーズの把握に寄与できた。

・意見交換会（ワークショップ）については、庁内ワークショップや議員ワークショップを除き計20
回開催し、計207名（重複参加者含む）の参加があった。
　小学生から若い世代を対象にした「しろいの未来作戦会議」では議論した課題に対して自分たちに
できることは何かを考える時間を設けたことによって、主体的にまちづくりに関与するきっかけづく
りが図れた（実際にふるさと祭りに店を出店する事例も生まれた）。また、自分たちにできることは
何かを聞くことによって、行政として何をサポート（補完）しなくてはならないかを浮き彫りにする
こともできた。
　その後に開催した地区別ワークショップでは、この手法を活かし、課題に対し自分達、地域、企業
等、行政それぞれで取り組むべきことを議論した。この手でありがちな行政で取り組むべきことに意
見が集中することがなく、自分達や地域で取り組むべきことにアイディアが集中し、市民自治の意識
の高さを感じた。

・基本構想（案）に掲げる将来像を投票形式で決定する試みを初めて行った。将来を担う子どもたち
の意見を濃く反映したいという想いから、市内小中学校と連携した周知を図り、全3,780票の投票の
うち小学生1,413票、中学生1,131票が集まった。残りの1,236票については、15,000人以上の登
録者となっている白井市公式LINEにより周知することで、投票数を伸ばすことができ、また、市民参
加者数が少なくなりがちな40代から50代の方の投票数が多かった。これは小中学生の投票数が伸び
たことにより、親世代の投票数も増えたことが予想される。

・パブリックコメントをWEBフォームで回答できるようにし、回答しやすい環境を図った。これに寄
与するものかは定かではないが、建設的な意見が多く寄せされ、基本構想では全35件の意見に対し
12件、前期基本計画では全２１件の意見に対し６件を修正意見として反映することができた。

【改善点】

・審議会については、説明をわかりやすくするために、スライドを用意するなどの改善の余地があっ
た（第5回の審議会ではスライドで説明）。

・高校生世代、若い世代アンケートの回答率に伸び悩んだ。改善すべき点ではあるが、具体的な方策
は模索中。

・意見交換会（ワークショップ）については、あらゆる手を使い参加者を募ったが、その労力に見合
わない参加者数の地域がいくつか存在し、参加者にとって魅力的に思える意見交換会（ワークショッ
プ）のあり方を検討する必要がある。
　また、「気軽に本音でSHIROIトーク」、「タウンミーティング」、「地区別ワークショップ」は都
市計画課と、「しろいの未来作戦会議」は都市計画課、子育て支援課、教育総務課、生涯学習課と連
携し、それぞれが担当している計画のために合同で開催したが、基本的に意見交換会（ワークショッ
プ）の開催は各課が各々の計画策定のために、バラバラに開催しているため、一定期間に頻繁に意見
交換会（ワークショップ）が開催されており、このことも各意見交換会（ワークショップ）の参加者
の減少につながっていると考える。各課と連携した体制づくりが必要。
　タウンミーティング及び地区別ワークショップについては、市民ファシリテーターを活用し、意見
交換会（ワークショップ）を行ったが、事前に各ファシリテーターと日程を調整し、各自に意見交換
会（ワークショップ）の手順等をレクチャーするなど調整する必要があり（休日や時間外に調整した
事例もある）、事前の準備等で忙しい中その対応も発生しているという実状があり、調整方法の改善
が必要。



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

企画政策課・企画政策係

飯田　健司

１．名称 白井市第３次まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

令和 8 3 31

４．性格

３．期間 令和 6 4 1 終了

５．概要・目的

少子化・高齢化の進展により、加速度的に人口減少が見込まれており、これに伴う地域社会への
様々な悪影響が懸念されるため、地域での住みよい環境を確保し、将来にわたって活力ある社会
を維持し、人口減少の克服、地域経済の発展や活力ある地域社会の形成などの課題に対する戦略
を定めるため、まち・ひと・しごと創生法に基づき、第１次まち・ひと・しごと創生総合戦略
（平成27年度～令和元年度）、第２次まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和２年度～令和７
年度）を策定した。
　その後、国では、令和４年度に「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す
「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け、デジタル技術の活用によって、地域の個性を生か
しながら地方の社会課題解決や魅力向上の取組を加速化・深化させる「デジタル田園都市国家構
想総合戦略」を策定したことから、白井市においても国や県のデジタル田園都市国家構想総合戦
略を勘案し、第２次まち・ひと・しごと創生総合戦略を改訂した。
　今後も引き続き、人口、経済、地域社会の課題を取り組んでいくために、デジタル技術等を活
用し、地方創生を推し進めていくため、第6次総合計画前期基本計画の策定に合わせ、次期５カ
年の第３次まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和８年度～令和１２年度）を策定した。

6．市民参加を
行った理由

3

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

７．実施した市民
参加の手法

令和 6 5 28 令和 8 3 4

令和 令和

第３次まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について審議する。
令和6年５月２8日～令和７年３月4日の間に6回開催。

令和 8 1 9 令和 8 2 5

第３次まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）に対するパブリックコメント。

令和 6 1 12 令和 6 3

令和 令和

1

令和 令和

市民全体を対象とした第15回住民意識調査を実施の他、高校生世代、若い世代ア
ンケートを実施。

令和 6 4 25 令和 7 2 9

「気軽に本音でSHIROIトーク」をはじめ、この度初めて小学生のみのグループで話し
合う「しろいの未来作戦会議」の他、各地区ごとのワークショップを6か所×2回開
催。

令和 令和

令和 令和

令和 令和

※グループごとに模造紙に付箋を貼り、意見交換するものを白井市では「ワーク
ショップ」と表現することがあるが、この度は意見交換会として報告。

令和 令和

令和 令和

8．自己評価

【良かった点】

　第3次まち・ひと・しごと創生総合戦略は、市の最上位に位置する第6次総合計画と同時並行
で策定していくことから、総合計画策定の市民参加手法を最大限活用した。
   審議会について、男女比率、年齢バランスが取れ、特に、子育て世代からの意見を審議会での
議論に活かすことができたことはよかった。

【改善点】

　パブリックコメントをWEBフォームで回答できるようにし、回答しやすい環境を図ったが、
実際は４件のみであった。パブリックコメントは他課と集中する時期であったことも起因すると
考えられるが、時期や計画本体をより分かりやすくするための紙面づくり等、工夫していく必要
がある。

令和 令和

具体的な

令和 令和



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

企画政策課・若い世代定住促進班

芝田　伶央

１．名称 白井市シティプロモーション基本方針策定事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

令和 8 3 31

４．性格

３．期間 令和 6 4 1 終了

５．概要・目的

　人口減少・少子高齢化が進む中で、移住・定住を促進し、持続可能なまちづくり目指すため
に、如何に本市のブランドや魅力を発掘し、シティプロモーションしていくかといった方向性を
定める。

6．市民参加を
行った理由

4

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

７．実施した市民
参加の手法

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 6 5 12 令和 7 2 9

第６次総合計画と一体的にワークショップを開催し、子どもを対象とした「しろい
の未来作戦会議」の他、地区別ワークショップを開催した。

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

具体的な

8．自己評価

【良かった点】

小学生を対象としたワークショップや、若い世代の定住に関する意見を伺う地区別ワークショッ
プを開催し、特にターゲットとする若い世代の意見を反映することができた。

【改善点】

基本方針改定にあたり、方針の内容に特化した直接的な意見聴取ができていなかったため、今後
は、審議会の議題の1つとして提案するなど、方針の内容について直接的な意見を伺う機会の確
保について検討する必要がある。

令和 令和

令和 令和

令和 令和



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

企画政策課・企画政策係

齋藤　淳基

１．名称 白井市第３次教育大綱策定事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

令和 7 8 19

４．性格

３．期間 令和 6 3 1 終了

５．概要・目的

  市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31 年法律第162 号）第１条の３の規
定に基づき、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱として白井市第２次教育大
綱を策定し、教育施策に取り組んできた。
　白井市第2 次教育大綱が令和7 年度をもってその計画期間を終了することから、さらに社会環
境の変化等を的確に捉えた次期の教育大綱を策定する。

6．市民参加を
行った理由

5

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

７．実施した市民
参加の手法

令和 令和

令和 令和

白井市総合教育会議が該当。期間は特になし。

令和 6 4 29 令和 7 5 19

白井市第３次教育大綱（素案）に係るパブリックコメントを実施。
回答しやすいようWEB回答を導入。

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 6 5 12 令和 6 5 19

小学生（４～６年生）・中学生（１～３年生）・高校生等～３５歳を対象にした「し
ろいの未来作戦会議」を開催

令和 令和

令和 令和

令和 令和

※グループごとに模造紙に付箋を貼り、意見交換するものを白井市では「ワーク
ショップ」と表現することがあるが、この度は意見交換会として報告。

令和 令和

令和 令和

8．自己評価

【良かった点】

・総合教育会議については、スライドを用いて前回計画との相違点等を視覚的に説明できた。
・小学生から若い世代を対象にした「しろいの未来作戦会議」では、小学生のみのグループによ
るワークショップは初めての試みであったが、充実した意見交換の場となった。

【改善点】

・パブリックコメントについて、電話にて問い合わせはあったものの、意見はなかった。教育大
綱は抽象的な方向性を示すもののため、意見をあげ辛かったことが考えられるが寂しい結果と
なった。募集期間の見直しや周知方法の改善に努めることとする。

令和 令和

具体的な

令和 令和



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 6 4 1 終了

５．概要・目的

　地域公共交通計画は、地域交通法に基づき、地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿
を明らかにする地域公共交通のマスタープランとして、全ての地方公共団体に対して作成の努力
義務が課された計画であり、地域の関係者を構成員として組織する法定協議会（地域公共交通活
性化協議会）での協議を行い作成するもの。
　公共交通を取り巻く環境が全国的に厳しさを増す中、交通事業者や地域等との役割分担及び協
力のもと、限りある公共交通資源の効率化を図り、持続可能な交通ネットワークを構築していく
ことは本市に取っても重要な課題であるため、今後策定される第6次総合計画及び都市マスター
プランとも整合を取りながら、令和7年度中に策定を完了した。

都市計画課・交通政策班

吉川　大輔

１．名称 白井市地域公共交通計画策定事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

6

令和 8 3 2

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

具体的な 市内交通事業者、市内総合病院、白井工業団地協議会、公共施設指定管理者、庁内
関係各課等、計25機関を対象として、各機関の問題・課題や計画期間中における
市内公共交通の需給変化の見とおし等を把握することを目的としてヒアリング調査
を実施した。聴取結果は計画の課題整理等に活用した。

8．自己評価

【良かった点】

採用した手法並びにそれぞれの実施内容及び時期ともに適切であった。また、それぞれの結果は
計画策定の各段階で適切に反映した。

【改善点】

ワークショップについては、計画の具体案を提示し、それに対する意見を伺う方法のほうが効果
が高かったのではないかとのご意見があったので次回策定時の参考としたい。

5

令和 令和

令和 7 5 26 令和 7 6

令和 令和

令和 令和

令和 令和

市民の声を直接伺い、優先度が高い課題や地区を把握する参考にするとともに、今
後の移動手段の維持についてお考えいただく場とすることを目的として、市内7箇
所で開催し93名の参加を得た。

令和 7 7 26 令和 7 8

令和 令和

3

令和 令和

令和 令和

地域が均等になるよう抽出した市民2,350世帯及び循環バス利用者30人に配布
し、651世帯1,266票を回収した。回収したアンケートは集計・分析し、計画の
課題整理等に活用した。

令和 8 1 20

市内在住・在勤・在学者、業務・私用等で白井市に関わりのある方、市内に事業所等
を有する企業・団体等を対象に、計画素案に対する意見を公募し、34人から130件の
意見を収集した。うち21件について、意見に基づき素案の修正を行った。

令和 6 12 20 令和 7 1

令和 令和

24

７．実施した市民
参加の手法

令和 6 7 10 令和 8 2 12

令和 令和

本計画の策定・実施に係る事項の協議等を担務とする常設の附属機関「白井市地域公
共交通活性化協議会」において、計画策定に係るスケジュール、アンケート等基礎調
査の計画・基礎調査結果の取扱、計画骨子・素案の作成、パブリックコメントの取扱
等に係る審議を上記期間に計6回開催した。

令和 7 12 26



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 8 1 31 終了

５．概要・目的

白井市は、昭和54年の千葉ニュータウン事業により整備され、ベッドタウンとして発展してき
た。しかし、平成30年をピークに人口減少に転じ、少子高齢化や公共施設の老朽化など、様々
な課題が顕在化している。
今後も、持続可能なまちでいるために、中心都市拠点・生活拠点である白井駅・西白井駅周辺に
おいては、地域特性に応じたさらなる機能集積や利便性向上等を図ることが必要である。
以上を踏まえ、白井市に住む、働く、訪れる、それぞれのひとにとって、より魅力的で快適な拠
点をつくるため、白井駅・西白井駅周辺地域の将来像の方向性や、その実現に向けた道筋を市内
外に示す「白井駅・西白井駅周辺ビジョン」の策定にあたり、意見を公募した。

未来創造戦略室・新産業推進班

生形　瑠唯

１．名称 白井駅・西白井駅周辺ビジョン策定事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

7

令和 8 3 31

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

具体的な

8．自己評価

【良かった点】

多世代の市民から意見を募集するため、広報しろいやホームページに加え、SNS（LINE・X）
を活用し、パブリックコメント実施の周知を行った。
また、インターネットからも回答できるよう、Webフォームを用いて意見を募集したところ、２
５件の回答を得られた。

【改善点】

白井駅・西白井駅周辺地域の将来像の方向性や、その実現に向けた道筋について意見を伺うこと
を趣旨にパブリックコメントを実施したが、いただいた意見は、市への要望等、ビジョンへの反
映ができない意見であり、パブリックコメントの趣旨に沿った回答を得られるよう、周知方法を
検討する必要がある。

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 8 3 4

白井駅･西白井駅の将来像の方向性やその実現に向けた道筋を示す「白井駅・西白井駅
周辺ビジョン」の策定にあたり、意見を公募した。

令和 令和

令和 令和

７．実施した市民
参加の手法

令和 令和

令和 令和

令和 8 1 31



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 5 10 14 終了

５．概要・目的

都市マスタープランは、白井市総合計画に加え、千葉県都市づくりビジョン、都市計画区域マス
タープランに即して、将来のまちづくりの方針を明らかにするものであり、地域の実情と市民の
意向を反映した「白井市の都市計画に関する基本的な方針」であり、白井市総合計画に示された
将来都市構造の実現に向けた土地利用に係る計画としての位置付けをもつ。そのため、白井市総
合計画の目指す将来像と整合性を図るように都市計画マスタープランを改定する。

都市計画課・計画整備係

髙堀　騎士

１．名称 白井市都市マスタープラン改定事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

8

令和 8 3 16

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

具体的な 白井市商工会、一般社団法人白井工業団地協議会、白井市農業委員会の理事会等に
おいて、将来像案等を説明し、意見聴取を行った。

8．自己評価

【良かった点】

・住民意識調査については、WEB回答の導入により、回答率が36.4％から52.3％に増えた。また、高校生世代
や若い世代に対しアンケートを実施することで、その層のニーズの把握に寄与できた。
・意見交換会（ワークショップ）については、庁内ワークショップや議員ワークショップを除き計20回開催し、
計207名（重複参加者含む）の参加があった。
　小学生から若い世代を対象にした「しろいの未来作戦会議」では議論した課題に対して自分たちにできること
は何かを考える時間を設けたことによって、主体的にまちづくりに関与するきっかけづくりが図れた（実際にふ
るさと祭りに店を出店する事例も生まれた）。また、自分たちにできることは何かを聞くことによって、行政と
して何をサポート（補完）しなくてはならないかを浮き彫りにすることもできた。
　その後に開催した地区別ワークショップでは、この手法を活かし、課題に対し自分達、地域、企業等、行政そ
れぞれで取り組むべきことを議論した。この手でありがちな行政で取り組むべきことに意見が集中することがな
く、自分達や地域で取り組むべきことにアイディアが集中し、市民自治の意識の高さを感じた。
・パブリックコメントを実施し、多くの意見が提出された。また、市民意見を反映し１３件の修正を行うととも
に、今後の参考意見として伺った。

【改善点】

・高校生世代、若い世代アンケートの回答率に伸び悩んだ。改善すべき点ではあるが、具体的な方策は模索中。
・意見交換会（ワークショップ）については、あらゆる手を使い参加者を募ったが、その労力に見合わない参加
者数の地域がいくつか存在し、参加者にとって魅力的に思える意見交換会（ワークショップ）のあり方を検討す
る必要がある。
・改定に向けてのスケジュールや各種手続き等の制約により、パブリックコメントの実施期間が14日間と短い設
定となってしまった。

7

令和 令和

令和 7 4 22 令和 7 5

令和 令和

令和 令和

令和 令和

総合計画と同様、意見交換会に包含

総合計画策定と合同により「気軽に本音でSHIROIトーク」をはじめ、小学生、中学
生、高校生以上の若い世代に分けてグループで話し合う「しろいの未来戦略会議」を
行ったほか、地区ごとのワークショップ６か所で開催

令和 令和

令和 令和

令和 6 4 25 令和 7 2 9

令和 令和

市民全体を対象とした第15回住民意識調査を実施の他、高校生世代、若い世代ア
ンケートを実施。

令和 7 10 30

都市マスタープランの改定に当たり、市民等の意見を募集し、計画に反映させるも
の。

令和 6 1 12 令和 6 3

令和 令和

1

７．実施した市民
参加の手法

令和 6 10 30 令和 7 12 23

令和 令和

都市マスタープランの改定に係るスケジュールや計画素案、パブリックコメントの開
催についての審議を上記期間に４回開催した（期間中の審議会開催自体は別の案件を
含め計６回行っている。）。

令和 7 10 17



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 7 8 12 終了

５．概要・目的

・計画の概要
　　①計画趣旨：公共施設等のさまざまな課題に対処するため、長期的な視点に立った総合的か
つ計画的な管理に関する基本的な方針を示すもの
　　②計画期間：平成２９年から令和３８年までの４０年間
　　③対象：本市が所有する全ての建築系公共施設、インフラ系公共施設及び土地
　　④経緯：平成２９年３月策定、令和４年３月一部改訂

・今回の改定の目的：
　策定当時と比べて公共施設の老朽化や更新費用の増加、人口構造の変化等に伴う市民ニーズの
多様化が進行しているため、本計画に基づく取組を一層推進していく必要があり、策定から１０
年目の計画の見直しを行うとともに、より実効性のある取組体制を整備するため改定を行うも
の。

公共施設マネジメント課・公共施設マネジメント班

八木　妙子

１．名称 白井市公共施設等総合管理計画策定事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

9

令和 8 3 17

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

令和 令和

具体的な

8．自己評価

【良かった点】

本計画は、行政経営指針に即する計画であり、白井市行政経営審議会に対して改定内容について
意見や助言を求めたことは適切であった。
本編だけではページ数が多くわかりにくい内容であったが、わかりやすく図やイラストを多く用
いた概要版や動画を作成した。審議会では概要版を用いた説明を行い、市民委員にも理解してい
ただくことができた。

【改善点】

特になし

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 8 3 8

本計画の改定にあたり、改定素案に対する意見を公募した。（30日間）

令和 令和

令和 令和

７．実施した市民
参加の手法

令和 6 6 27 令和 9 6 26

令和 令和

白井市行政経営審議会（委員８名：有識者５名、市民３名）を開催した。

令和 8 2 7



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 6 6 27 終了

５．概要・目的

人口減少時代の到来、少子化・高齢化の一層の進展、公共施設の老朽化など白井市を取り巻く社
会経済環境の変化や行政課題に対応するため、白井市第６次総合計画の実現を下支えし、将来を
見据えた持続可能な行政運営を推進するための基本指針を策定するもの。

行政経営推進課・行政経営デジタル係

小池　康夫 

１．名称 白井市第２次行政経営指針策定事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

10

令和 7 8 12

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

具体的な

8．自己評価

【良かった点】

　本指針は、いわゆる「行財政改革」（行政内部の運営や財政に関する改革）における計画であ
り、その性質から他の地方公共団体においては、審議会を設置していない団体もあるところ、審
議会を設置し、さらに市民委員を公募した点においては、適切であったと考えている。また、会
議についても本指針を議題として２箇年度に渡り９回開催し、活発な議論を行った。

【改善点】

特になし

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 7 7 10

白井市第２次行政経営指針（素案）に関するパブリックコメント（21日間）

令和 令和

令和 令和

７．実施した市民
参加の手法

令和 6 6 27 令和 9 6 26

令和 令和

白井市行政経営審議会（委員８名：有識者５名、市民３名）

令和 7 6 20



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 7 8 12 終了

５．概要・目的

第２次行政経営指針（白井市第６次総合計画の実現を行財政面から下支えし、将来を見据えた持
続可能な行政運営を推進するための基本指針）に基づいて、市の行政経営改革を着実に推進する
ための計画を策定するもの。

行政経営推進課・行政経営デジタル係

小池　康夫 

１．名称 白井市第３次行政経営改革実施計画策定事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

11

令和 8 3 17

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

令和 令和

具体的な

8．自己評価

【良かった点】

・本計画は、いわゆる「行財政改革」（行政内部の運営や財政に関する改革）における計画であ
り、その性質から、他の地方公共団体においては審議会を設置していない団体もあるところ、審
議会を設置し、市民委員を公募した点においては、適切であったと考えている。
・パブリックコメントを30日間実施し、市民からも意見があった。

【改善点】

特になし

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 7 7 10

白井市第２次行政経営指針（素案）に関するパブリックコメント（21日間）

令和 令和

令和 令和

７．実施した市民
参加の手法

令和 6 6 27 令和 9 6 26

令和 令和

白井市行政経営審議会（委員８名：有識者５名、市民３名）

令和 7 6 20



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 7 3 14 終了

５．概要・目的

　地域防災計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に基づき、市町村に作成する
義務があり、作成後は、市防災会議において毎年検討を加え、必要と認めるときには、随時修正
しなければならないため、見直しを行ったものです。
　本計画内の震災編、風水害等編、大規模事故編に定める災害予防、応急対策、復旧対策等の一
連の防災活動については、防災講話や地域での防災訓練のほか、総合防災訓練を開催し、多くの
市民の参加を募り、地域防災力の向上に努めています。
　令和７年度修正については、県からの情報提供による修正や市の行政組織改正等に伴う軽微な
修正でしたが、市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業で
あることから、市民参加を行うこととしました。
　なお、令和８年度は、気象庁及び国土交通省が、災害時に「いつ、どのように行動すればよい
か」を、よりわかりやすく伝えるため、「新しい防災気象情報」の運用を開始することとしてい
るため、市の地域防災計画に反映させる予定です。

危機管理課・危機管理係

佐藤　蓮

１．名称 白井市地域防災計画修正事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

12

令和 8 3 5

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

令和 令和

具体的な

8．自己評価

【良かった点】

　本年度の修正内容は軽微な内容でしたが、計画修正の周知と広く市民の意見を聴くための手法
として、パブリック・コメントを実施したことや、防災会議委員に対しても、パブリック・コメ
ント実施の通知を行い、事前の周知を行った上で、パブリック・コメントの結果と併せて、防災
会議（書面会議）を実施することで、丁寧な意見聴取に努めたことは適切であったと考えます。

【改善点】

　今後、大規模災害時における市の被害想定を見直す場合など、より市民に影響を与える修正を
行う際には、審議会やパブリックコメントだけでなく、その他の手法も取り入れていくこととし
たいと考えています。

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 8 1 4

　白井市地域防災計画の令和７年度の修正に当たり、市民参加条例に基づき、市民へ
情報を共有し、広く意見を募集するため、パブリックコメントを実施しました。

令和 令和

令和 令和

７．実施した市民
参加の手法

令和 8 2 6 令和 8 2 20

令和 令和
　災害対策基本法及び白井市防災会議条例に基づき、白井市防災会議を設置しています。本計画の令
和７年度修正を行うため、白井市防災会議（書面会議）を開催しました。
　なお、県や他市においても同様の案件について書面開催としています。

令和 7 12 5



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 7 12 5 終了

５．概要・目的

　本計画は、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基
本法」第１３条に基づき令和３年３月に策定した計画であり、国が定める国土強靱化基本計画
（以下「国基本計画」という。）及び千葉県国土強靱化地域計画との調和を図ることとして策定
しています。
　本計画は、国基本計画及び白井市第６次総合計画等との整合を図るため、見直しを行ったもの
です。
　なお、本計画は白井市第６次総合計画の基幹計画及び分野施レベルの計画ではないため、市民
参加条例第６条第１項第１号から第５号までの行政活動には該当しないと考えますが、各分野を
横断する計画であることから、広く市民の意見を反映させることが望ましいと考え、市民参加を
実施しました。

危機管理課・危機管理係

渡邉　智子

１．名称 白井市国土強靱化地域計画（基本計画編）見直し事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

13

令和 8 3 31

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

令和 令和

具体的な

8．自己評価

【良かった点】

　本計画の見直しは、市民参加条例第６条第１項第１号から第５号までの行政活動には該当しな
いものの、各分野を横断する計画であることから、広く市民の意見を反映させるため、パブリッ
クコメントを実施したことは適切であったと考えます。
　また、パブリックコメントの実施に当たり、概要として「見直しの目的」、「修正の基本的な
考え方」、「スケジュール」を示すとともに、地域防災計画との違いを図式化してわかりやすく
周知したことは適切であったと考えます。

【改善点】

　次回見直しの際にも、今回同様にわかりやすい周知に努めるとともに、必要に応じた市民参加
の手法を取り入れていきたいと考えています。

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 8 1 4

　国基本計画及び白井市第６次総合計画等との整合を図り、計画の見直しを行うに当
たり、市民へ情報を共有し、広く意見を募集するため、パブリックコメントを実施し
ました。

令和 令和

令和 令和

７．実施した市民
参加の手法

令和 令和

令和 令和

令和 7 12 5



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 6 8 1 終了

５．概要・目的

　現行計画である、白井市男女平等推進行動計画が令和７年度をもって終了することから、市の
男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための第４次計画であり、白井市第６
次総合計画における「分野横断」計画として位置づけるもの。
　また、男女共同社会基本法、ＤＶ防止基本計画、女性活躍推進計画のほかに困難女性支援基本
計画を新たに追加し、一体的に策定を行う。

市民活動支援課・市民活動支援係

宮本　智子

１．名称 白井市男女共同参画計画策定事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

14

令和 8 3 18

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

具体的な

8．自己評価

【良かった点】

前回実施しなかった中学2年生へのアンケートを実施し、こどもたちの声を伺うことができた。ま
た、アンケート調査をＷＥＢ回答を可能とすることにより、5割近くの一般市民や市内在勤者から
回答を得ることができた。

【改善点】

ワークショップの参加者の年齢層に偏りがあり、また参加人数も少なかったことから、周知方法
や開催時期などについて検討する必要がある。テーマについて、計画策定のためのワークショッ
プであると明確化することで、参加者が増えるのではないかとのご意見があったため、今後の参
考としたい。
審議会の委員が計画策定期間中に交代となったため、計画策定と交代の時期が重なる場合につい
て検討する必要がある。

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

市民の意見を直接伺い、男女共同参画に関する課題を把握し、次期計画策定の参考
とするため実施し、１１名が参加した。

令和 7 1 26 令和 7 1

令和 令和

26

令和 令和

令和 令和
住民：市内在住の満１８歳以上の２，０００名を対象に郵送配付。郵送・ＷＥＢにて回収。
市内在勤者：市内在勤者500名を対象に郵送配付。郵送・ＷＥＢにて回収。
中学生：白井市立中学2年生655名を対象に各中学校へＷＥＢにより回答。

令和 8 2 15

白井市男女共同参画計画（2026～2035）(素案）に関する意見公募を行い、２名か
ら５件の御意見をいただいた。

令和 6 11 15 令和 6 12

令和 令和

21

７．実施した市民
参加の手法

令和 6 9 17 令和 7 12 10

令和 令和
男女共同参画の推進に係る事業などに関する審議。
公共的団体などの代表や公募委員を含む１３名(令和７年度からは１４名）により構
成。

令和 8 1 15



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 6 7 19 終了

５．概要・目的

産業を取り巻く外部環境が大きく変化している現在、本市の特性や強み、現状と課題を改めて整
理し、今後の産業政策の方向性を示すことで、事業者、産業関係団体、市民及び行政が互いに連
携・協力し、本ビジョンに沿った政策や取組を進めることを目的とし策定する。

産業振興課・商工振興係

牧野　瑛

１．名称 白井市第2次産業振興ビジョン策定事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

15

令和 8 3 30

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

具体的な 事業者が抱える課題の把握並びに市の取組方針を整理するために、インタビュー調
査を実施した。ヒアリングにあたっては、アンケート調査の回答内容を基に対象を
選定し、回答内容の背景や理由、具体例などの深堀りを行った。

8．自己評価

【良かった点】

それぞれ、選定した市民参加の手法については適切なものであった。
今年度、行われたパブリックコメントについては、市民活動支援課から示された方針に合わせ３
１日間の期間を設けることで、より長い期間にわたり本ビジョンに係る意見を聴取することが出
来た。

【改善点】

令和８年度を始期とする第６次総合計画に合わせる形で始まる計画が多く、策定期間が重なった
ためか、同期間に７つの計画に対するパブリックコメントとなってしまいました。次回以降は、
他計画の進行状況を確認し調整することができれば、より意見を多くの方の目に留まった可能性
がある。

31

令和 令和

令和 6 12 20 令和 7 1

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

政治・経済・社会・産業の観点で将来動向の予測をまとめ、仮説を設定しアンケー
トを実施した。アンケートは市民を年代別に８００人、農業関係者１００者、商・
工業者８００者を対象とした。その後、ヒアリングを行い、その上で分析等の検証
を行った。

令和 8 1 4

「白井市第２次産業振興ビジョン（素案）」に対する市民の意見を広く伺うためパブ
リックコメントを実施した。

令和 6 10 21 令和 6 11

令和 令和

18

７．実施した市民
参加の手法

令和 5 5 9 令和 8 3 31

令和 令和

白井市産業振興ネットワークは白井市産業振興条例（平成25年白井市条例第14号第8
条の規定）により産業の振興に関する重要事項を調査審議するため置くこととしてい
る。

令和 7 12 5



白井市環境審議会

課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 7 4 1 終了

５．概要・目的

 白井市第３次環境基本計画（計画期間：令和４～１２年度）について、計画策定以降の社会情勢
や環境状況の変化等に対応するとともに、白井市第６次総合計画との整合を図るため、中間見直
しを行うもの。

環境課・環境保全係

船本　林太郎

１．名称 白井市第3次環境基本計画中間見直し事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）
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令和 8 2 6

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

具体的な

8．自己評価

【良かった点】

学識経験者、市内事業、市民、市民団体で構成される環境審議会において、3回に渡り活発に審
議されたことで、より適切な見直しとなった。

【改善点】

パブリックコメントの実施が年末年始にかかってしまったため、実施時期については検討の余地
がある。

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 8 1 4

環境審議会第2回開催後に、中間見直し（案）についてパブリックコメントを実施し、
1件の意見（その他）を受領した。

令和 令和

令和 令和

７．実施した市民
参加の手法

令和 7 7 29 令和 8 1 19

令和 令和

中間見直しに際し、令和7年度に環境審議会を3回開催して審議を重ね、答申を受け
た。

令和 7 12 5



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 6 4 1 終了

５．概要・目的

　地域福祉計画とは、地域における人と人のつながりを基本として、日常的に助け合い、支え合
いながら、こどもから高齢者まで市民一人ひとりが、住み慣れた地域で心豊かに安心して暮らし
ていける「地域での支え合いによる福祉（地域福祉）」を実現、推進するための計画である。
　また、本計画は　、健康・福祉分野の基幹計画と位置付けられ、健康・高齢者・障がい者・子
育て支援など施策の方向性を示す役割を担っている。

社会福祉課・厚生係

青木　賢一

１．名称 地域福祉計画策定事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）
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令和 8 3 3

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

具体的な

8．自己評価

【良かった点】

　アンケート調査、団体ヒアリングを通じて、地域福祉に関する地域特性や課題を整理し、その
課題に基づくテーマを地区別ワークショップで地域住民や関係者から多くの意見を頂き、地域福
祉の施策の検討に役立てることができた。
　また、審議会の市民公募の人数を2人から3人にするなど、地域福祉計画策定における市民参加
の取り組みはおおむね適切であったと捉えている。

【改善点】

　アンケート調査とパブリックコメントの実施時期が一般的に繁忙期とされる年末年始となった
ことから、回答率への影響の有無については不明であるものの、今後は実施時期について検討す
る必要がある。

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

市民アンケ―ト等で明らかになった地域福祉に係わる地域の特性や課題をテーマと
し、より良い地域にするための意見を出し合ってもらい、地域福祉に関する施策に
反映させた。

白井市内で活動している高齢・障がい・子育て・健康など福祉に係わる60団体にヒア
リングシートを配布し、回答のあった48団体から、18団体に依頼してヒアリングを
行い、施策検討の基礎資料とした。

令和 7 4 19 令和 7 4

令和 令和

27

令和 6 11 29 令和 6 12 16

令和 令和

白井市第3次地域福祉計画の策定にあたり、地域福祉に対する意見や要望を把握
し、施策検討の基礎資料とした。

令和 8 1 4

白井市第3次地域福祉計画の素案に対する意見の公募を行い、素案の修正等を行った。

令和 6 12 9 令和 7 1

令和 令和

6

７．実施した市民
参加の手法

令和 6 4 1 令和 8 3 31

令和 令和
令和6年度3回開催（令和6年10月25日、11月19日、令和7年3月12日）
令和7年度4回開催（令和7年7月22日、10月31日、11月20日、
令和8年1月27日）

令和 7 12 5



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 6 8 16 終了

５．概要・目的

市では、平成28年度に「白井市障害者計画2016-2025」を策定し、本市における障がい者施
策に関する基本的な計画として、障がい者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的か
つ計画的に推進してきました。令和７年度に当該計画が終了となることから、次期計画を策定す
るものです。

障害福祉課・給付係

工藤　ひかり・関　蓮 

１．名称 白井市障害者計画2026-2032策定事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

18

令和 8 3 18

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

具体的な 市内で活動している障がい者団体等に、ヒアリングシートを配布。
また、その中で対面での聞き取り（ヒアリング）が可能と回答した団体を対象とし
て、聞き取り（ヒアリング）調査を実施。
ヒアリングシート配布数⇒関係団体：13団体、事業所：42団体

8．自己評価

【良かった点】

・中学生へのアンケート調査の実施により多様の意見を取り入れることができた。
・パブリックコメントの実施について、市内事業者等が参加する協議会等で広く周知ができたこ
とから多くの意見をもらえた。

【改善点】

特になし

11

令和 令和

令和 7 3 19 令和 7 4

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和８年度～令和１４年度を計画期間とする「白井市障害者計画」及び次期障害福
祉計画・障害児福祉計画の策定に当たり、各計画に反映すべき課題や多様化した市
民ニーズを把握するため実施するものです。

令和 8 1 4

市民の意見を広く聴くため、計画素案に対するパブリック・コメントを実施するもの。

令和 6 12 23 令和 7 1

令和 令和

17

７．実施した市民
参加の手法

令和 6 11 15 令和 8 2 20

令和 令和
白井市障害者計画等策定委員会(市障害者計画及び市障害福祉計画等の策定に関する事
項について調査審議する市附属機関）委員15名、令和６年度は全２回開催、令和７年
度は全5回開催

令和 7 12 5



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 7 8 8 終了

５．概要・目的

　経営戦略の改定は、総務省が令和4年に示した通知に基づき、PDCAサイクルを通じて質を向
上させるため、3年から5年ごとに見直しすることが重要とされています。また、近年の物価高
騰や社会情勢の変化に対応し、現計画策定から5年目を迎えることから経営戦略を改定するも
の。
　この改定により、計画的かつ合理的な経営を進め、経営基盤と財政マネジメントの向上を図り
つつ、水道事業を安定的に継続することを目的としている。
　なお、現経営戦略は上下水道事業として一体の計画としていましたが上水道と下水道で直面し
ている課題や施設更新等の状況が異なることから、それぞれの事業に応じた最適な経営戦略とす
るため上水道と下水道に分けて、それぞれで経営戦略を改定するもの。

上下水道課・業務係

袖山　翔輝

１．名称 白井市水道事業経営戦略改定事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）
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令和 8 2 27

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

具体的な

8．自己評価

【良かった点】

・審議会については、日程調整を早め（開催予定日の2か月前）に行ったことで、年間を通して
多くの委員に出席いただくことができた。
・パブリックコメントについては、複数の方法で周知したことによって、18件のご意見をいた
だき、4件のご意見を経営戦略に反映することができた。

【改善点】

特になし

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 8 1 28

　上記の期間にパブリックコメントを実施したところ、4名から18件の御意見をいた
だいた。

令和 令和

令和 令和

７．実施した市民
参加の手法

令和 7 8 8 令和 8 2 12

令和 令和

　令和7年度は審議会を４回（内1回は水道事業及び下水道事業の概要説明のみ）開催
し、白井市水道事業及び下水道事業経営戦略の改定について、諮問し、答申をいただ
いた。

令和 8 1 7



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 7 8 8 終了

５．概要・目的

　経営戦略の改定は、総務省が令和4年に示した通知に基づき、PDCAサイクルを通じて質を向
上させるため、3年から5年ごとに見直しすることが重要とされています。また、近年の物価高
騰や社会情勢の変化に対応し、現計画策定から5年目を迎えることから経営戦略を改定するも
の。
　この改定により、計画的かつ合理的な経営を進め、経営基盤と財政マネジメントの向上を図り
つつ、下水道事業を安定的に継続することを目的としている。
　なお、現経営戦略は上下水道事業として一体の計画としていましたが上水道と下水道で直面し
ている課題や施設更新等の状況が異なることから、それぞれの事業に応じた最適な経営戦略とす
るため上水道と下水道に分けて、それぞれで経営戦略を改定するもの。

上下水道課・業務係

冨澤　博之

１．名称 白井市下水道事業経営戦略改定事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

20

令和 8 2 27

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

具体的な

8．自己評価

【良かった点】

・審議会については、日程調整を早め（開催予定日の2か月前）に行ったことで、年間を通して
多くの委員に出席いただくことができた。
・パブリックコメントについては、複数の方法で周知したことによって、18件のご意見をいた
だき、4件のご意見を経営戦略に反映することができた。

【改善点】

特になし

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 8 1 28

　上記の期間にパブリックコメントを実施したところ、4名から18件の御意見をいた
だいた。

令和 令和

令和 令和

７．実施した市民
参加の手法

令和 7 8 8 令和 8 2 12

令和 令和

　令和7年度は審議会を４回（内1回は水道事業及び下水道事業の概要説明のみ）開催
し、白井市水道事業及び下水道事業経営戦略の改定について、諮問し、答申をいただ
いた。

令和 8 1 7



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

6．市民参加を行っ
た理由

４．性格

３．期間 令和 7 4 1 終了

５．概要・目的

　本計画は、教育基本法第１７条第２項に定める「地方公共団体における教育振興のための施策に関す
る基本的な計画」にあたるもので、市教育委員会は「白井市第２次教育大綱」に基づき、令和３年３月
に「白井市教育振興基本計画eなしプラン」を策定し、本市教育の充実・発展に向けて取り組んできま
したが、その計画が令和８年３月に終期を迎えることから、次期計画を策定するため、国・県の「教育
振興基本計画」を参酌し、市の最上位計画である「白井市第６次総合計画」及び分野別基幹計画となる
「白井市第３次教育大綱」と整合性を図りながら、今後５年間（令和８年度から令和１２年度まで）に
講ずるべき市の教育方針や施策、主な取り組みを定めた「第２次白井市教育振興基本計画 eなしプラ
ン」を策定するもの。

教育総務課・総務班

中村　妃佐

１．名称 第２次白井市教育振興基本計画策定事業

２．位置付け 継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

21

令和 8 3 13

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

　白井市第６次総合計画前期基本計画策定の際の「住民意識調査」の「学校教育について」
「市民参加・協働によるまちづくりについて（地域活動）」を参考とした。

令和 8 1 4

　令和８年度から令和１２年度を期間とする「第２次白井市教育振興基本計画（素案）」に
ついての意見募集を実施した。

令和 令和

令和 令和

７．実施した市民参
加の手法

令和 7 11 5 令和 7 11 17

令和 令和

　計画の策定にあたり、地方自治法（第１３８条の４第３項）に基づく附属機関を新たに設けず、各
分野の附属機関等を活用し、書面による意見募集を行った。
　また、市教育委員へ意見を伺い、教育委員会議で協議・報告をし最終審議を諮った。

【意見募集を行った附属機関】
●白井市教育支援委員会（学識経験を有する者、医師、教育機関の職員）
●白井市いじめ対策調査会（学識経験を有する者）
●白井市生涯学習推進委員（学識経験を有する者、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上
に資する活動を行う者、市民）
●白井市スポーツ推進委員会（学識経験を有する者、公共的団体等の代表者、教育機関の職員、関係
行政機関の職員、市民）
●文化財審議会（学識経験のある者）
●文化会館運営協議会（学識経験を有する者、音楽団体又は芸術団体の代表者、教育機関の職員、市
民）
●図書館協議会（学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験
のある者、市民）
●プラネタリウム館運営協議会（学識経験を有する者、教育機関又は保育所の職員、市民）
●郷土資料館運営協議会（学識経験を有する者、白井市文化財審議会の委員、文化団体の代表者、教
育機関の職員）
●白井市学校給食センター運営委員会（学識経験を有する者、医師、薬剤師、公共的団体等の代表
者、教育機関の職員、市民）

【関係団体等】
●白井市文化団体協議会
●白井市校長会
●白井市教頭会

令和 7 12 5



６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

具体的な

8．自己評価

【良かった点】

・複数計画のパブコメ合同実施は広報紙掲載の告知を一本化でき事務負担を軽減することができた。
・パブコメ合同実施は市民の関心喚起の寄与につながった。
・募集期間は、平日よりも関わりの持ちやすい年末年始を含めた時期とした。

【改善点】

・パブコメ実施の際は「計画の概要版」を作成し、市民が関心をもてるよう工夫が必要であった。
・実施時期が市役所閉庁期間と重っていたため、問い合わせがあった場合を考えると、この時期の実施
は避けた方が望ましい。
・障がいのある方への配慮について、コスト面も含め、どこまで対応するかの基準を庁内で明確にして
おく必要がある。

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

７．実施した市民参
加の手法



課等・係名：

担当者名：

【概要】

新規(令和７年度から計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和７年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日

※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）

市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の

基本的事項を定める計画の策定又は変更

市の基本理念を定める条例の制定又は改廃

市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃

市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定

又は変更

その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）

緊急その他やむを得ない理由

金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃

政策的な判断を要しない条項について条例の改正

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ）

22

生涯学習課・社会教育係

三橋　由紀

1 終了

継続(令和８年度以降に計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施する場合）

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和

１．名称 桜台センター長寿命化工事基本設計業務

２．位置付け

令和 77 18 9

５．概要・目的

白井市公共施設等総合管理計画に基づき、桜台センターの長寿命化工事に向け、基本設計を作成
する。

令和7年度市民参加実施状況調査票



１ 審議会の設置

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法

実施済 年 月 日 ～ 年 月 日

実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

8．自己評価

具体的な 桜台センター長寿命化工事基本設計（案）の内容について説明会を実施した。

2

令和 令和

【改善点】

公表から説明会開催日まで数日しかなかった為、説明会参加者が少なかったと思われることから
周知から開催日までの期間についてはある程度の期間を設けることを検討する。

【良かった点】

パブリックコメントについては、インターネットや紙の回答があり、広く市民の意見を聞くこと
ができた。

７．実施した市民
参加の手法

令和 令和

令和 7 8 2 令和 7 8

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和 令和

令和令和

桜台センター長寿命化工事基本設計（案）の内容について、市民に広く周知し、意見
を募集した。

令和 令和

令和令和

9 1令和 7 8 1 令和 7

令和 令和


